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Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
観
に
関
す
る
一
考
察

―
『
日
本
の
宗
教
』
を
介
し
て
―

佐

藤

一

伯

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
岩
倉
使
節
団
一
四
〇
年
、
安
政
条
約
改
正
一
〇
〇
年

を
記
念
す
る
近
代
日
本
の
国
際
交
流
特
集
に
ち
な
み
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連

合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
神
道
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
観
に
つ
い
て
は
、
Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
（
阿
部

美
哉
訳
）『
天
皇
と
神
道

―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
』（
昭
和
六
十
三
年
）、

大
原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』（
平
成
五
年
）、
阪
本
是
丸
『
国
家

神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
平
成
六
年
）、
新
田
均
『
近
代
政
教
関
係

の
基
礎
的
研
究
』（
平
成
九
年
）
な
ど
の
重
要
な
先
行
研
究
が
あ
る
（
1
（

。

ま
た
こ
う
し
た
研
究
と
近
代
日
本
の
学
術
交
流
を
視
野
に
入
れ
た
整

理
と
し
て
、
春
山
明
哲
「
靖
国
神
社
と
は
な
に
か

―
資
料
研
究
の

視
座
か
ら
の
序
論
」（
平
成
十
八
年
）、
磯
前
順
一
「
法
外
な
る
も
の

の
影
で

―
近
代
日
本
の
「
宗
教
／
世
俗
」」（
平
成
十
八
年
）
な
ど

が
参
考
に
な
る
（
2
（

。

　

春
山
明
哲
氏
は
「
神
道
指
令
」（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
対
し
て
発
し

た
覚
書
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、

監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル
件
」
の
通
称
）
の
成
立
に
関
す
る
主
要

資
料
に
つ
い
て
通
史
（
政
治
史
）
的
に
考
察
し
、
起
草
者
で
あ
っ
た

Ｃ
Ｉ
Ｅ
宗
教
課
長
の
Ｗ
・
Ｋ
・
バ
ン
ス
が
Ｄ
・
Ｃ
・
ホ
ル
ト
ム
ら
の

著
作
を
尊
重
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、「
神
道
に
つ
い
て
の
「
西
欧
世

界
の
観
察
者
」
の
う
ち
、
い
わ
ば
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
「
系
譜
」
を
主

な
情
報
源
と
し
た
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
そ
れ
は

「
外
部
」
か
ら
の
知
的
な
「
日
本
理
解
」
を
決
し
て
軽
視
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
3
（

」
と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
た
だ

し
「
神
道
指
令
」
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
観
を
示
す
重
要
な
文
書
で
あ
る

が
、
占
領
政
策
に
及
ん
だ
神
道
観
の
全
容
を
理
解
す
る
に
は
、「
神

道
指
令
」
へ
の
系
譜
の
み
で
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
磯
前
順
一
氏
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
定
義
に
は
二
系

統
」
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
姉
崎
正
治
や
井
上
哲
治
郎
、
加
藤
玄
智
の
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「
個
人
に
意
識
化
さ
れ
た
ビ
リ
ー
フ
的
な
も
の
を
宗
教
概
念
の
本
質

を
な
す
と
見
さ
だ
め
る
」
も
の
、
い
ま
ひ
と
つ
は
「
ビ
リ
ー
フ
よ
り

も
共
同
体
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
重
ん
じ
る
」
柳
田
国
男
の
民
俗
学

的
神
道
理
解
や
宇
野
円
空
・
古
野
清
人
ら
の
宗
教
人
類
学
が
あ
り
、

後
者
が
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
「
非
西
洋
社
会
の
宗
教
に
対
す
る
一

般
的
理
解
と
し
て
浸
透
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る（

4
（

。
傾
聴
す
べ
き

指
摘
だ
が
、
近
代
の
日
本
国
内
の
学
説
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
本

稿
が
目
指
す
国
際
交
流
と
い
う
視
点
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

藤
原
暹
氏
（
一
九
三
三
～
二
〇
〇
九
）
は
晩
年
、「『
日
本
学
』
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
」（
平
成
十
六
年
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
問
題
提
起
し

て
い
る
。

　

明
治
四
年
に
国
家
事
業
と
し
て
大
規
模
な
海
外
視
察
・
岩
倉

米
欧
使
節
団
が
出
発
し
、
明
治
六
年
に
帰
国
し
た
。
こ
れ
は
近

代
国
家
を
目
指
す
日
本
政
府
派
遣
の
公
的
な
海
外
視
察
（
観
察
）

で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
帰
国
す
る
明
治
六
年
に
は
既
に
そ
れ
ま
で

海
外
学
術
事
業
を
学
ん
だ
人
達
に
よ
っ
て
新
し
い
学
術
を
紹

介
・
啓
蒙
す
る
「
明
六
社
」
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
学
術
発
表

機
関
誌
と
し
て
『
明
六
雑
誌
』
が
発
刊
さ
れ
た
。〔
改
行
〕
と

こ
ろ
が
、
そ
の
前
年
に
来
日
欧
米
人
の
日
本
学
術
研
究
の
「
日

本
亜
細
亜
協
会
」
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
学
術
を
め
ぐ
る
歴
史

的
事
象
と
し
て
、
こ
の
内
外
の
ほ
ぼ
同
時
的
な
現
象
は
そ
の
後

の
新
た
な
日
本
の
学
問
の
形
を
形
成
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を

も
つ
事
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
（
（

。

　

藤
原
氏
は
ま
た
、
明
六
社
に
先
駆
け
た
欧
米
人
に
よ
る
日
本
ア
ジ

ア
協
会
の
活
動
に
、
近
代
の
「
日
本
学
」
の
形
成
を
求
め
る
立
場
を

示
し
た
日
本
思
想
史
学
者
の
村
岡
典
嗣
の
論
文
「
日
本
学
者
と
し
て

の
故
チ
ャ
ン
ブ
レ
ン
教
授
（
（
（

」（
昭
和
十
年
）
に
、「『
日
本
学
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
』
の
原
点
を
置
く
事
は
妥
当
な
事
で
あ
ろ
う
。」
と
も
述
べ

て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
洞
察
に
導
か
れ
て
、
新
渡
戸
稲
造
や

加
藤
玄
智
の
日
本
論
・
神
道
論
に
つ
い
て
拙
稿
を
発
表
し
て
き
た
が
（
（
（

、

本
稿
は
藤
原
日
本
学
の
視
点
を
再
確
認
し
推
し
進
め
る
側
面
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
未
熟
な
が
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
理
解
に

つ
い
て
の
基
礎
的
な
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
総
司
令
部
民
間
情
報
教

育
部
宗
教
文
化
課
編
（
文
部
省
宗
教
研
究
会
訳
）『
日
本
の
宗
教
』（
国

民
教
育
普
及
会
、
昭
和
二
十
三
年
）
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

一
、『
日
本
の
宗
教
』
に
お
け
る
神
道
理
解

　

本
書
は
四
六
判
・
三
〇
四
頁
の
上
製
本
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

巻
頭
写
真
「
廃
墟
に
建
っ
た
長
崎
浦
上
天
主
堂
」「
熊
野
那
智

神
社
の
御
神
体
」「
奈
良
法
隆
寺
全
景
」

序
（
文
部
大
臣　

森
戸
辰
男
）

は
し
が
き
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第
一
部　

日
本
宗
教
史
概
論

　

第
一
章　

日
本
の
宗
教
の
発
達

　

第
二
章　

宗
教
生
活
に
お
け
る
政
治
の
役
割

第
二
部　

日
本
に
お
け
る
現
在
の
宗
教
組
織

　

第
三
章　

仏
教

―
起
源
と
本
質

　

第
四
章　

仏
教

―
制
度
の
展
望

　

第
五
章　

仏
教

―
宗
派
の
種
類

　

第
六
章　

神
道

―
本
質
と
型

　

第
七
章　

神
道

―
神
社

　

第
八
章　

神
道

―
教
派
神
道

　

第
九
章　

神
道

―
民
間
信
仰

　

第
十
章　

基
督
教

　

第
十
一
章　

新
興
宗
教

第
三
部　

占
領
は
日
本
の
宗
教
界
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
か

　

第
十
二
章　

序
論

　

第
十
三
章　

信
教
自
由
の
確
立

　

第
十
四
章　

宗
教
と
国
家
と
の
分
離

　

第
十
五
章　

軍
国
主
義
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
の
排
除

　

第
十
六
章　

基
督
教
伝
道
団
体
の
問
題

第
四
部　

日
本
に
お
け
る
宗
教
事
情
の
評
価

　

第
十
七
章　

日
本
に
お
け
る
諸
宗
教
の
最
近
の
傾
向

　

第
十
八
章　

宗
教
団
体
の
今
後
の
問
題

附
録

あ
と
が
き
（
翻
訳
責
任
者　

廣
安
孝
夫
）

　

こ
の
う
ち
神
道
に
関
す
る
主
要
な
記
述
を
や
や
詳
し
く
見
て
い
こ

う
。
ま
ず
第
二
部
「
日
本
に
お
け
る
現
在
の
宗
教
組
織
」
の
第
六
章

「
神
道

―
本
質
と
型
」、
第
七
章
「
神
道

―
神
社
」、
第
八
章

「
神
道

―
教
派
神
道
」、
第
九
章
「
神
道

―
民
間
信
仰
」
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
神
道
」
は
「
国
家
神
道
」
よ
り
広
い
意
味
を
持
っ
て
お
り
、「
一

個
の
宗
教
と
し
て
は
、
そ
の
信
仰
や
宗
教
行
事
を
維
持
し
布
教
す
る

自
由
」
を
有
し
て
い
る
。

　

神
道
は
、
自
然
的
環
境
と
人
間
的
環
境
に
対
す
る
、
人
間
の

多
様
な
反
応
の
綜
合
物
で
あ
り
、
日
本
人
の
思
想
と
習
慣
の
組

織
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
生
活

の
道
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
或
る
も
の
は
、

世
界
の
脅
威
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
単
純
な
、
ナ

イ
ー
ヴ
な
、
そ
し
て
政
治
的
に
無
害
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
沢
山

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
義
に
は
、
本
来
な
ら
ば
国
民
が
、
よ

り
高
い
教
養
を
得
て
、
国
民
生
活
を
絶
え
ず
豊
か
に
す
る
に
価

値
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
（
8
（

。

　

神
道
は
日
本
固
有
の
宗
教
で
あ
り
、
昔
か
ら
日
本
人
の
生
活
の
一

部
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
外
国
の
影
響
を
受
け
た
た
め
定
義
が
容
易

で
な
い
。
一
個
の
宗
教
と
し
て
は
各
種
の
神
々
と
関
わ
り
が
あ
り
、
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そ
れ
は
木
や
狐
や
山
の
精
を
は
じ
め
、
神
格
化
さ
れ
た
祖
先
や
英
雄

や
皇
帝
や
、
天
照
大
神
を
主
神
と
す
る
八
百
万
の
神
々
ま
で
多
様
に

あ
り
、
こ
れ
ら
の
崇
拝
の
中
心
は
、
地
域
的
国
家
的
な
伝
統
と
密
接

な
関
係
を
も
つ
儀
式
や
祭
り
を
遵
守
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

神
道
は
多
少
の
例
外
を
除
い
て
古
代
日
本
の
固
有
信
仰
に
根
ざ
し

て
い
る
た
め
、
そ
の
性
格
を
理
解
す
る
に
は
「
原
始
神
道
」
の
検
討

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
日
本
の
宗
教
は
、
ア
ニ
ミ
ズ

ム
と
自
然
崇
拝
の
結
合
で
あ
り
、
神
々
は
「
カ
ミ
」
と
呼
ば
れ
、
天

地
の
神
々
や
神
社
、
獣
や
鳥
や
木
や
海
や
山
な
ど
に
対
し
て
も
、
さ

ら
に
嵐
や
山
彦
の
よ
う
な
自
然
現
象
に
対
し
て
も
「
カ
ミ
」
の
語
が

用
い
ら
れ
た
。
神
へ
の
接
近
は
友
人
の
よ
う
な
親
し
さ
を
も
つ
も
の

で
あ
り
、
魂
の
観
念
や
生
死
（
肉
体
と
精
神
）
の
区
別
が
漠
然
と
し
、

理
論
的
哲
学
的
な
要
素
を
欠
い
た
原
始
宗
教
で
あ
っ
た
。
古
代
の
日

本
で
は
大
陸
文
化
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
祖
先
崇
拝
が
極
め
て
漠
然
と

し
て
お
り
、
農
耕
社
会
に
住
ん
で
い
た
の
で
豊
饒
と
食
料
の
生
産
と

が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
て
、
最
も
重
要
な
祭
り
は
収
穫
に
関
係
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
神
々
に
近
づ
く
た
め
の
絶
体
要
件
は
各
種
の
魔

術
的
儀
礼
に
よ
る
浄
化
で
あ
り
今
日
も
な
お
神
道
の
浄
め
の
儀
式
の

基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
単
純
な
自
然
崇
拝
や
精
霊
崇
拝
と
並
行
し
て

一
方
に
は
氏
族
神
の
崇
拝
が
あ
っ
た
。

　
「
初
期
の
神
話
」
を
見
る
と
、
地
方
色
を
も
っ
た
自
然
神
を
崇
拝

す
る
宗
教
体
系
が
発
達
し
た
と
同
時
に
、
農
耕
の
保
護
神
や
支
配
族

の
先
祖
で
あ
る
天
照
大
神
を
中
心
と
す
る
国
民
的
崇
拝
が
生
ま
れ
、

神
道
の
一
神
教
的
傾
向
を
促
進
し
た
。

　
「
外
国
の
影
響
」
の
最
大
の
も
の
は
、
仏
教
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
仏
教
と
の
融
合
に
よ
る
神
道
の
変
化
の
多
く
は
十
九
世
紀
に
復

古
神
道
が
覇
を
制
す
る
に
至
っ
て
一
掃
さ
れ
た
が
、
仏
教
の
齎
し
た

最
も
重
要
な
貢
献
は
依
然
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
原
始

的
宗
教
の
倫
理
的
内
容
を
よ
り
深
く
広
く
し
、
哲
学
的
視
野
を
拡
大

し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
儒
教
は
日
本
人
の
社
会
生
活
の
軌
範
と
な

り
封
建
社
会
の
基
礎
と
な
っ
た
倫
理
体
系
で
あ
り
、
第
十
八
・
九
世

紀
お
け
る
儒
教
の
研
究
は
、
時
の
歴
史
学
者
た
ち
を
し
て
、
日
本
の

実
情
を
反
省
せ
し
め
、
尊
皇
攘
夷
を
高
揚
し
、
つ
い
に
は
王
政
復
古

に
至
ら
し
め
た
。

　
「
神
道
の
諸
様
式
」
を
見
る
と
、
明
治
維
新
後
に
政
府
が
人
為
的

便
宜
的
に
行
っ
た
「
国
家
神
道
」
と
「
教
派
神
道
」
と
い
う
区
分
の

ほ
か
に
、
一
つ
の
教
派
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
神
道
の
分
野
の
周

辺
に
あ
る
、
い
わ
ば
「
庶
民
神
道
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
国
家
神
道
の
中
に
は
「
天
皇
崇
拝
」「
皇
室
神
道
」「
家
庭
神

道
」「
神
社
神
道
」
が
あ
っ
た
。

　
「
天
皇
崇
拝
」
な
い
し
「
国
体
神
道
」
と
は
、
天
皇
を
天
照
大
神

の
生
け
る
化
身
、
絶
対
者
の
表
現
と
す
る
信
仰
で
、
教
育
勅
語
は
天

皇
崇
拝
の
道
徳
原
理
を
説
い
た
神
聖
な
教
典
と
考
え
ら
れ
た
。

　
「
皇
室
神
道
」
は
天
皇
の
祭
儀
で
国
民
全
体
に
と
っ
て
は
間
接
に
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関
係
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
「
家
庭
神
道
」
の
行
事
は
、
家
族
と
く
に
親
族
や
祖
先
の
死
に
関

係
し
て
お
り
、
神
棚
が
通
常
は
居
間
の
戸
棚
の
上
の
一
寸
引
き
込
ん

だ
と
こ
ろ
に
置
か
れ
、
そ
の
中
に
伊
勢
大
神
宮
の
札
と
産
土
の
神
社

の
札
が
入
っ
て
い
る
。

　
「
神
社
神
道
」
は
す
べ
て
の
神
道
と
同
様
に
自
然
崇
拝
と
精
霊
崇

拝
と
に
源
を
発
し
、
現
今
の
神
社
の
多
く
は
、
自
然
崇
拝
の
形
態
の

遺
物
だ
が
、
両
部
神
道
に
よ
り
仏
教
思
想
が
千
年
に
わ
た
り
神
社
を

支
配
し
た
。
王
政
復
古
後
の
神
社
神
道
保
護
に
対
す
る
政
府
の
第
一

の
目
的
は
、
天
照
大
神
と
天
皇
の
崇
拝
を
神
道
の
諸
儀
式
の
中
の
第

一
位
に
据
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
神
社
神
道
の
組
織
は
近
代
の
産
物
で

一
八
六
八
年
以
前
は
存
せ
ず
、
非
宗
教
な
り
と
宣
言
さ
れ
た
が
事
実

は
超
宗
教
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
現
在
の
神
社
神
道
は
か
つ
て
内

務
省
の
支
配
下
に
あ
っ
た
十
一
万
の
神
社
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
八

六
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
至
る
間
、
神
職
は
政
府
の
役
人
で
あ
り
、

奉
仕
神
社
に
よ
り
級
別
さ
れ
、
勲
等
を
与
え
ら
れ
た
。
神
社
は
少
な

く
と
も
本
殿
と
拝
殿
の
二
つ
の
主
な
建
物
よ
り
成
っ
て
お
り
、
現
今

の
諸
社
が
原
始
的
神
社
の
建
築
様
式
を
墨
守
し
て
い
る
の
は
驚
く
ほ

ど
で
あ
る
。
神
社
は
有
史
以
前
か
ら
一
般
庶
民
の
事
柄
で
あ
っ
た
が
、

民
族
や
政
府
が
関
心
を
持
つ
に
及
ん
で
政
治
的
動
機
の
た
め
に
特
定

の
神
社
を
助
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
概
し
て
、
す
べ
て
の
神
社
は

極
め
て
よ
く
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
社
の
中
に

は
、
明
治
天
皇
、
乃
木
大
将
、
豊
臣
秀
吉
、
菅
原
道
真
な
ど
、
歴
史

上
の
人
物
を
祀
っ
た
も
の
や
、
戦
歿
者
を
祀
る
靖
國
神
社
や
護
國
神

社
の
よ
う
に
、
一
団
の
人
々
を
祀
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
天
照
大

神
を
祀
る
伊
勢
大
神
宮
の
如
く
、
単
に
神
話
的
な
神
を
祀
る
神
社
も

あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
極
く
稀
で
あ
る
。
大
部
分
の
神
社
は
し

ば
し
ば
性
格
を
異
に
す
る
神
々
、
甚
だ
し
き
は
反
対
の
性
格
を
も
つ

神
々
を
そ
の
祭
神
と
し
て
も
っ
て
い
る
。

　

明
治
神
宮
、
近
江
神
宮
、
橿
原
神
宮
の
如
く
、
天
皇
の
み
を
祀
る

神
社
も
少
数
あ
る
が
、
最
近
数
十
年
以
前
は
、
そ
れ
ら
は
別
に
重
要

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
天
皇
崇
拝
の
勃
興
は
近
代
の
現

象
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
明
治
神
宮
は
特
別
な
天
皇
崇
拝
の
中

心
と
な
っ
た
。
軍
国
主
義
的
指
導
者
の
眼
に
明
治
神
宮
と
同
等
の
重

要
さ
を
も
っ
て
見
え
、
民
心
に
益
々
重
大
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
た
神

社
は
、
東
京
九
段
坂
上
に
あ
る
靖
國
神
社
、
お
よ
び
全
国
各
地
に
あ

る
護
國
神
社
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
戦
歿
者
を
祀
っ
て
い
る
。
当
初
は

明
治
維
新
に
殉
じ
た
忠
臣
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
招
魂

社
で
あ
っ
た
が
、
国
家
主
義
の
勃
興
と
共
に
戦
意
昂
揚
の
た
め
軍
部

か
ら
利
用
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
以
降
は
一
流
の
将
軍
が
靖
國
神
社

宮
司
と
な
り
、
し
ば
し
ば
軍
人
が
護
國
神
社
の
要
職
に
あ
っ
た
。

　

神
社
神
道
は
特
に
選
ば
れ
て
国
民
的
崇
拝
の
発
達
の
た
め
の
中
心

と
な
っ
た
神
社
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
公
け
の
保
護
の
も
と
に
徐
々

に
宗
教
的
要
素
を
除
去
し
、
国
家
の
祭
儀
を
至
上
と
す
る
一
つ
の
組
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織
に
統
合
せ
ら
れ
、
独
自
の
性
格
は
徐
々
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
ら
相
互
の
間
に
は
何
ら
の
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
、
政
府
の
保
護

が
廃
止
さ
れ
る
と
古
い
神
社
組
織
の
支
柱
は
折
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
教
派
神
道
」
に
属
し
て
い
る
団
体
は
、
純
粋
な
神
道
で
あ
る
も

の
、
儒
教
の
教
義
の
滲
透
し
た
も
の
、
山
岳
崇
拝
に
起
源
を
有
す
る

も
の
、
古
代
の
禊
ぎ
を
基
礎
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
信
仰
に
よ
る
治

療
を
主
眼
と
す
る
も
の
（
こ
れ
は
農
民
に
起
源
を
お
く
）
の
五
つ
に
分

類
で
き
る
。
各
教
派
は
独
自
の
宗
教
組
織
を
も
ち
、
自
分
の
財
産
を

所
有
し
、
倫
理
や
宗
教
に
関
す
る
多
数
の
書
籍
や
定
期
刊
行
物
を
発

行
し
て
教
義
の
普
及
に
積
極
的
に
従
事
し
、
社
会
事
業
や
学
校
経
営

を
行
う
も
の
も
あ
る
。
神
社
神
道
と
は
ち
が
い
説
教
や
念
入
り
の
儀

式
な
ど
の
宗
教
行
事
を
定
期
的
に
行
い
、
沢
山
の
会
衆
が
参
列
す
る
。

し
か
し
教
派
神
道
と
神
社
神
道
と
の
間
に
は
、
幾
ら
か
の
共
通
点
が

あ
る
。
崇
敬
さ
れ
る
神
々
は
多
く
の
神
道
教
派
が
古
代
の
神
道
の
八

百
万
神
の
中
か
ら
有
名
な
神
々
を
選
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
神

社
神
道
の
信
仰
と
偶
然
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
自
身
の
新
し

い
神
を
作
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
天
理
教
の
天
理
王
命
は

古
い
神
道
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
金
光
教
は
全
然
神
道
の
神
を
も
っ

て
い
な
い
。

　
「
民
間
信
仰
」
は
田
舎
の
通
俗
的
な
神
々
や
迷
信
、
卜
占
、
狐
つ

き
、
病
気
に
対
す
る
呪
術
の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
神
秘
的
な
慣
習

な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
幾
つ
か
は
、
正
式
な
教
派
、

神
社
、
寺
院
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
漠
然
と
し
た
無
組

織
の
民
間
信
仰
や
民
間
習
俗
の
分
野
に
見
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

二
、『
日
本
の
宗
教
』
に
お
け
る
占
領
後
の
神
道

　

以
上
の
よ
う
な
神
道
に
関
す
る
記
述
に
次
い
で
、
第
三
部
「
占
領

は
日
本
の
宗
教
界
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
か
」
で
は
、
第
十
二
章

「
序
論
」、
第
十
三
章
「
信
教
自
由
の
確
立
」、
第
十
四
章
「
宗
教
と

国
家
と
の
分
離
」、
第
十
五
章
「
軍
国
主
義
及
び
極
端
な
国
家
主
義

の
排
除
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

宗
教
に
関
す
る
占
領
政
策
の
根
本
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
と
「
対

日
初
期
占
領
政
策
」
と
に
基
礎
が
お
か
れ
て
い
る
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
」
は
「
宗
教
…
…
の
自
由
は
確
立
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
宣

言
し
、「
対
日
初
期
占
領
政
策
」
は
、「
日
本
国
民
は
宗
教
の
自
由

…
…
を
希
望
し
…
…
尊
重
す
る
よ
う
助
長
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、

「
信
教
の
自
由
は
占
領
と
同
時
に
速
や
か
に
声
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」、「
極
端
な
軍
国
主
義
的
且
つ
軍
国
主
義
的
組
織
と
運
動
は
、
宗

教
の
美
名
の
も
と
に
隠
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

日
本
国
民
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
。

　

日
本
降
伏
前
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
本
的
原
理
を
除
け
ば
、
恒
久

平
和
の
世
界
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
信
教

自
由
の
原
理
ほ
ど
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
た
も
の
は
っ
た
。
政
府
の
親

心
干
渉
主
義
と
警
察
の
取
締
、
宗
教
活
動
の
制
限
と
に
慣
れ
て
き
た
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日
本
国
民
に
と
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
真
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と

は
、
一
朝
一
夕
に
は
ゆ
か
な
い
。

　

明
治
維
新
後
、
日
本
固
有
の
原
始
宗
教
で
あ
る
神
社
神
道
は
、
国

民
の
間
に
軍
国
主
義
を
鼓
吹
し
、
且
つ
侵
略
戦
争
を
理
由
づ
け
る
た

め
に
軍
国
主
義
者
や
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
、

「
国
家
神
道
」
と
称
す
る
民
衆
の
儀
礼
機
関
に
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
、

学
校
で
教
え
ら
れ
、
か
つ
国
家
に
よ
っ
て
一
般
に
保
証
さ
れ
、
支
援

さ
れ
、
監
督
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
宣
伝
方
法
を
用
い
て
、
社

会
や
政
治
道
徳
や
社
会
倫
理
の
本
質
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
無

批
判
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
よ
う
に
国
民
を
訓
練
し
た
。
そ
の
意
図
は

国
家
主
義
や
独
裁
主
義
の
教
え
に
、
宗
教
的
信
仰
と
い
う
最
終
的
承

認
の
衣
を
着
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
日
本
国
民
は
各
人
が
他
の
い

か
な
る
宗
教
を
信
じ
て
い
よ
う
と
も
、
日
本
の
国
土
が
神
聖
な
起
源

を
有
し
、
皇
室
が
天
照
大
神
以
来
連
綿
と
続
き
、
国
民
も
皇
室
の
祖

先
の
傍
系
の
神
々
の
後
裔
だ
と
い
う
、
官
制
の
国
家
神
道
物
語
を
信

じ
な
い
な
ら
ば
、「
危
険
思
想
」
の
持
ち
主
と
し
て
起
訴
は
免
れ
な

か
っ
た
。

　

一
九
四
五
年
十
二
月
十
五
日
に
発
せ
ら
れ
た
神
道
指
令
は
、
国
家

神
道
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
国
家
と
を
分
離
し
よ
う

と
努
め
た
。
ま
た
公
立
学
校
か
ら
の
神
道
の
除
外
を
徹
底
さ
せ
る
た

め
、
教
師
用
参
考
書
お
よ
び
教
科
書
の
検
閲
と
、
あ
ら
ゆ
る
神
道
教

義
の
削
除
を
要
求
し
、
将
来
、
神
道
教
義
を
含
ん
だ
教
師
用
参
考
書

お
よ
び
教
科
書
の
発
行
、
神
道
教
義
を
教
え
る
こ
と
、
学
校
の
支
援

に
よ
る
神
道
神
社
へ
の
参
拝
を
禁
じ
、
す
べ
て
の
神
棚
お
よ
び
神
道

の
物
的
象
徴
を
直
ち
に
取
り
去
る
こ
と
を
要
求
し
、
か
つ
神
社
神
道

や
他
の
如
何
な
る
宗
教
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
信
じ
或
い
は
信
仰

告
白
し
な
い
が
故
に
、
或
い
は
そ
の
行
事
、
儀
式
、
祭
礼
、
慣
行
に

参
加
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
如
何
な
る
教
師
も
生
徒
を
も
差
別
待

遇
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。

　

神
道
の
す
べ
て
の
歴
史
は
、
実
在
の
、
或
い
は
神
話
の
皇
室
と
密

接
な
関
係
が
あ
り
、「
天
照
神
道
」
は
他
民
族
と
勢
力
争
い
を
し
て

い
た
大
和
民
族
が
、
そ
の
支
配
的
地
位
を
確
立
す
る
た
め
に
創
り
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
前
戦
時
中
を
通
じ
て
、
日
本
の
政
治
哲

学
は
神
道
と
非
常
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
天
皇
が
天

照
大
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
神
話
の
信
仰
を
、
善
良
な
国
民
の
し

る
し
に
す
べ
く
、
慎
重
に
絶
え
ざ
る
努
力
が
な
さ
れ
た
。
学
校
そ
の

他
あ
ら
ゆ
る
宣
伝
機
関
は
、
天
皇
崇
拝
を
日
本
人
に
鼓
吹
す
る
た
め

に
利
用
さ
れ
、
天
皇
は
天
照
大
神
直
系
の
子
孫
と
し
て
、
多
く
の
日

本
人
に
と
っ
て
は
実
際
の
生
き
神
様
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
土
と

人
民
と
を
支
配
す
べ
き
神
聖
な
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
者
と
思
わ

れ
て
い
た
。
神
道
指
令
は
「
日
本
の
天
皇
が
そ
の
家
系
、
血
統
或
は

特
殊
の
起
源
の
故
に
他
国
の
元
首
に
優
る
と
す
る
説
」
を
極
端
な
国

家
主
義
と
し
て
禁
じ
、
ま
た
一
九
四
六
年
一
月
一
日
、
天
皇
は
勅
語

を
発
し
て
、「
天
皇
が
神
聖
で
あ
る
と
い
う
概
念
や
、
日
本
国
民
が
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他
民
族
に
優
り
、
且
つ
世
界
を
支
配
す
べ
き
運
命
を
負
っ
て
い
る
と

い
う
概
念
」
を
「
虚
偽
」
の
も
の
と
し
て
否
定
し
た
。
宮
内
省
は
天

皇
の
御
真
影
を
学
校
の
奉
安
殿
に
祭
ら
な
く
と
も
、
国
家
の
元
首
の

写
真
と
し
て
の
普
通
の
敬
意
を
も
っ
て
取
り
扱
え
ば
よ
い
と
発
表
し
、

文
部
省
は
御
真
影
奉
安
殿
を
学
校
の
校
地
か
ら
撤
去
す
る
よ
う
通
牒

し
た
。
さ
ら
に
文
部
省
は
公
立
学
校
で
式
の
時
に
教
育
勅
語
を
朗
読

す
る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た
学
校
が
儀
式
と
し
て
行
う
宮
城
遥
拝
や

「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
叫
ぶ
こ
と
、
そ
の
他
天
皇
を
尊
敬
す
る
表
現

を
禁
止
し
た
。
逓
信
省
お
よ
び
大
蔵
省
は
菊
花
御
紋
章
の
つ
い
た
郵

便
切
手
お
よ
び
貨
幣
を
今
後
発
行
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
、
ま
た
大

審
院
は
裁
判
所
の
建
物
か
ら
御
紋
章
を
取
り
去
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　

天
皇
や
皇
族
の
個
人
的
宗
教
生
活
に
は
、
何
ら
の
制
限
も
設
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
天
皇
は
宮
城
に
設
け
ら
れ
た
神
社
で
儀
式
を
行
う
こ

と
は
支
障
な
い
し
、
ま
た
個
人
の
資
格
と
し
て
な
ら
ば
、
神
道
神
社

に
参
詣
し
た
り
、
神
社
そ
の
他
の
宗
教
団
体
に
金
品
を
寄
贈
す
る
こ

と
も
出
来
る
が
、
国
家
の
表
象
と
し
て
の
公
け
の
資
格
で
神
道
の
儀

式
、
祭
礼
、
慣
行
な
ど
に
参
列
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
新
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
立
場
は
、
そ
れ
を
適
用
す

る
上
に
お
い
て
、
常
に
割
り
切
れ
な
い
妥
協
を
含
ん
で
い
る
。
個
人

の
宗
教
と
し
て
な
ら
ば
、
天
皇
の
神
道
信
仰
は
差
し
支
え
な
い
が
、

国
家
の
表
象
と
し
て
な
ら
ば
、
天
皇
が
宗
教
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

は
注
意
深
く
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
個
々
の
場
合
に
、
天
皇

の
公
私
の
資
格
を
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　

今
日
、
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
は
、
世
界
の
ど
の
国
よ
り
も
完

全
で
あ
る
。
国
家
神
道
は
国
民
信
仰
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
強
制
的
な

経
済
的
支
援
の
負
担
は
取
り
の
け
ら
れ
、
神
道
の
教
義
や
儀
式
は
公

の
教
育
機
関
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
神
社
神
道
は
宗
教
と
し
て
認
め
ら

れ
且
つ
日
本
に
お
け
る
他
の
宗
教
と
同
等
の
地
位
を
得
た
。
天
皇
は
、

官
公
吏
、
属
官
、
雇
員
な
ど
と
同
様
に
個
人
の
資
格
に
お
い
て
の
み

神
道
の
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
寺
が
現
在
無
用
で
借

り
て
い
る
国
有
地
に
対
す
る
完
全
な
所
有
権
を
、
社
寺
に
譲
与
す
る

計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
新
憲
法
の
第
二
十
条
及
び
第
八
十
九
条

は
、
世
界
の
如
何
な
る
成
文
憲
法
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
明
瞭
に
、

政
教
分
離
の
保
証
を
規
定
し
て
い
る
。

　

神
道
指
令
は
、「
神
道
の
教
義
、
慣
例
、
祭
式
、
儀
礼
或
は
哲
学

に
お
け
る
軍
国
主
義
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

宣
伝
、
弘
布
も
す
べ
て
」
禁
止
し
た
。
こ
の
指
令
は
「
軍
国
主
義
的

且
つ
極
端
な
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
「
次
の
如
き
理
由
の

も
と
に
日
本
の
支
配
を
他
国
民
お
よ
び
他
民
族
に
及
ぼ
さ
ん
と
す
る

日
本
の
使
命
を
擁
護
し
、
或
は
正
当
化
す
る
教
え
、
信
仰
、
理
論
」

を
含
む
も
の
と
し
て
規
定
し
た
。

１
、
日
本
の
天
皇
が
そ
の
家
系
、
血
統
或
は
特
殊
な
起
源
の
故

に
他
国
の
元
首
に
優
る
と
す
る
主
義
。
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２
、
日
本
の
国
民
が
そ
の
家
系
、
血
統
或
は
特
殊
な
起
源
の
故

に
他
国
民
に
優
る
と
す
る
主
義
。

３
、
日
本
の
諸
島
が
特
殊
な
起
源
を
有
す
る
が
故
に
他
国
に
優

る
と
す
る
主
義
。

４
、
そ
の
他
日
本
国
民
を
欺
い
て
侵
略
戦
争
へ
乗
り
出
さ
し
め
、

或
は
他
国
民
の
論
争
の
解
決
の
手
段
と
し
て
武
力
の
行
使

を
謳
歌
せ
し
め
る
に
至
ら
し
め
る
が
如
き
主
義
。

　

一
九
四
六
年
十
一
月
、
内
務
文
部
両
省
は
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義

者
、
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち
の
た
め
の
公
葬
、
追
悼
会
、

お
よ
び
記
念
碑
に
関
す
る
共
同
通
牒
を
発
し
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義

者
、
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち
の
た
め
の
葬
式
、
追
悼
会
、

そ
の
他
の
儀
式
に
関
し
て
は
、
次
の
行
為
が
禁
じ
ら
れ
た
。

１
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
、
お
よ
び
極
端
な
軍
国
主
義
者
た

ち
の
た
め
の
葬
式
、
追
悼
会
、
そ
の
他
の
儀
式
を
地
方
官

公
署
或
は
地
方
公
共
団
体
が
保
証
、
支
援
す
る
こ
と
。

２
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち

の
た
め
の
葬
式
、
追
悼
会
、
そ
の
他
の
儀
式
に
官
公
吏
が

公
の
資
格
で
参
列
す
る
こ
と
。

３
、
か
か
る
儀
式
の
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
、
或
は
地
方
公

共
団
体
に
代
っ
て
、
弔
慰
金
或
は
花
環
を
贈
呈
す
る
こ
と
。

４
、
か
か
る
儀
式
の
た
め
に
学
校
校
舎
、
公
会
堂
な
ど
の
公
共

施
設
を
利
用
す
る
こ
と
。

５
、
地
方
官
公
署
、
地
方
公
共
団
体
、
或
は
官
公
吏
が
、
か
か

る
儀
式
に
出
席
す
る
よ
う
に
、
或
は
経
済
的
支
援
を
与
え

る
よ
う
に
国
民
を
強
制
す
る
こ
と
。

６
、
遺
骨
が
遺
族
に
還
っ
た
と
き
に
公
葬
を
行
う
こ
と
。

７
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
の
た

め
の
葬
式
、
追
悼
会
そ
の
他
の
儀
式
に
何
ら
か
の
官
庁
的
、

公
的
関
係
を
も
つ
こ
と
。

　

次
の
行
為
は
許
さ
れ
る
。

１
、
公
の
保
証
、
支
援
或
い
は
関
係
が
な
け
れ
ば
、
個
人
或
い

は
団
体
は
、
政
府
と
関
係
が
な
い
限
り
、
か
か
る
儀
式
の

執
行
は
差
支
な
い
。

２
、
か
か
る
儀
式
が
宗
教
的
要
素
を
含
ま
な
け
れ
ば
、
地
方
官

公
署
お
よ
び
公
共
団
体
は
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ

び
極
端
な
国
家
主
義
者
以
外
の
者
の
た
め
の
追
悼
会
そ
の

他
の
儀
式
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

　

戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
の
た
め
の
忠

霊
塔
、
戦
争
記
念
館
、
そ
の
他
の
銅
像
な
ど
に
関
し
て
は
、
次
の
如

き
方
策
が
設
け
ら
れ
た
。

１
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち

の
た
め
に
、
忠
霊
塔
、
戦
争
記
念
館
、
そ
の
他
の
記
念
碑
、

銅
像
な
ど
を
新
た
に
建
立
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
た
。

２
、
前
記
の
如
き
建
造
物
に
つ
い
て
、
現
在
進
行
中
の
工
事
は
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停
止
さ
れ
た
。

３
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主
義
者
た
ち

の
た
め
の
、
次
の
如
き
忠
霊
塔
、
戦
争
記
念
館
お
よ
び
そ

の
他
の
記
念
碑
、
銅
像
な
ど
は
取
り
去
る
よ
う
に
指
令
さ

れ
た
。

一
、
学
校
お
よ
び
校
庭
に
建
立
さ
れ
た
前
記
の
如
き
も
の
。

二
、
公
共
建
造
物
、
そ
の
構
内
お
よ
び
公
共
用
地
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
軍
国
主
義
的
、
極
端
な

国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
宣
伝
す
る
た
め
の
も

の
。

　

次
の
行
為
は
許
さ
れ
た
。

１
、
個
人
お
よ
び
民
間
団
体
は
勿
論
の
こ
と
、
地
方
官
公
署
お

よ
び
公
共
団
体
と
い
え
ど
も
、
軍
務
以
外
の
殉
職
者
或
は

功
労
者
の
た
め
の
記
念
碑
或
は
銅
像
を
保
持
す
る
こ
と
は

差
し
支
え
な
い
。

２
、
遺
族
は
、
戦
死
者
、
軍
国
主
義
者
お
よ
び
極
端
な
国
家
主

義
者
の
た
め
の
墓
標
或
は
記
念
碑
を
建
立
し
又
は
保
持
し

て
も
差
し
支
え
な
い
。

　

前
記
の
政
策
を
行
う
に
当
っ
て
、
東
京
都
当
局
は
、
約
一
二
五
の

銅
像
、
記
念
碑
な
ど
を
取
り
去
る
よ
う
指
定
し
、
軍
国
主
義
や
極
端

な
国
家
主
義
を
助
長
す
る
記
念
碑
お
よ
び
銅
像
は
、
日
本
各
地
で
目

下
除
去
中
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
二
月
、
内
務
省
は
「
惟
神
連
盟
」

の
解
散
を
命
じ
た
が
、
こ
の
新
宗
教
は
軍
国
主
義
的
か
つ
極
端
な
国

家
主
義
的
な
も
の
と
し
て
、
神
道
指
令
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
教
義

の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
信
仰
で
あ
る
。
ま
た
一
九
四
七
年
十
二
月
、

政
府
は
神
道
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
現
行
の
国
祭
日
は
廃
止
さ
れ
る

べ
き
こ
と
、
お
よ
び
新
日
本
の
民
主
主
義
的
目
的
に
一
層
適
っ
た
新

し
い
国
祭
日
の
設
定
に
関
す
る
議
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
発
表
し
た
。

　

以
上
の
記
述
の
後
、
第
四
部
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
事
情
の
評

価
」
の
第
十
六
章
「
宗
教
団
体
の
問
題
」
で
は
、「
最
後
の
問
題
は
、

誇
張
さ
れ
た
国
家
主
義
に
よ
ら
な
い
で
日
本
国
民
に
訴
え
る
能
力
が
、

宗
教
に
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

神
道
の
顕
著
な
特
色
は
、
そ
れ
が
日
本
人
の
連
綿
不
断
の
国
民

生
活
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
神

道
の
歴
史
は
、
神
道
の
指
導
者
た
ち
が
、
今
後
相
当
期
間
、
現

在
の
国
家
の
理
想
か
ら
甚
だ
し
く
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
説
を
裏
書
き
す
る
。
過
去
に
お
い
て
は
、
理
想
と
か

英
雄
と
か
は
、
愛
国
や
国
家
的
善
の
狭
い
観
念
か
ら
引
き
出
さ

れ
た
。
も
し
も
神
道
の
指
導
者
た
ち
が
、
そ
の
過
去
の
歴
史
の

信
用
を
傷
つ
け
た
と
こ
ろ
の
極
端
な
国
家
主
義
的
傾
向
を
す
て

る
準
備
を
示
し
、
且
つ
未
来
の
名
誉
に
か
け
て
、
普
遍
的
に
認

め
ら
れ
た
倫
理
概
念
に
一
致
す
る
英
雄
と
理
想
と
を
選
ぶ
な
ら
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ば
、
神
道
は
な
お
未
だ
日
本
人
の
生
活
に
お
け
る
重
要
に
し
て

正
当
な
要
素
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
（
（
（

。

三
、『
日
本
の
宗
教
』
が
参
照
し
た
英
文
神
道
書

　

次
に
、『
日
本
の
宗
教
』
の
神
道
の
記
述
の
特
色
を
理
解
す
る
上

で
、
同
書
が
参
照
し
た
英
文
神
道
書
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
同

書
は
「
附
録
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
神
道
関
係
の
「
英
文
参
考
書
」

を
紹
介
し
て
い
る
（
（（
（

。

ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
ジ
ー
・
ア
ス
ト
ン
著　

神
道

―
神
々
の
道

（
一
九
〇
五
年
、
ロ
ン
ド
ン
、
ロ
ン
グ
マ
ン
発
行
）

　

･

主
と
し
て
古
代
の
古
神
道
を
取
り
扱
っ
た
書
で
あ
っ
て
、
神

道
の
発
展
を
学
問
的
に
述
べ
た
も
の
。

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
・
バ
ル
ー
著　

神
道

―
征
服
さ
れ
ざ
る
敵

（
一
九
四
五
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
・
プ
レ
ス
発
行
）

　

･

国
家
神
道
を
特
徴
づ
け
た
民
族
的
優
越
と
世
界
征
服
の
教
義

の
本
質
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
っ
て
、
特
に
日

本
語
原
本
か
ら
引
用
し
て
あ
る
の
で
価
値
が
あ
る
。
ホ
ル
ト

ム
に
師
事
す
。

デ
ィ
・
シ
ー
・
ホ
ル
ト
ム
著　

現
代
日
本
と
神
道
国
家
主
義

（
一
九
四
三
年
、
シ
カ
ゴ
、
シ
カ
ゴ
大
学
新
聞
発
行
）

　

･

神
道
が
日
本
の
軍
国
主
義
者
や
極
端
な
国
家
主
義
者
達
に

よ
っ
て
如
何
に
利
用
さ
れ
た
か
、
ま
た
こ
の
結
果
が
仏
教
や

基
督
教
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

デ
ィ
・
シ
ー
・
ホ
ル
ト
ム
著　

日
本
の
国
民
信
仰
（
一
九
三
七

年
、
ロ
ン
ド
ン
、
ケ
ガ
ン
・
パ
ウ
ロ
発
行
）

　

･

国
家
神
道
及
び
教
派
神
道
を
包
括
的
に
扱
っ
た
も
の
で
、
英

文
で
書
か
れ
た
神
道
に
関
す
る
模
範
的
な
権
威
書
。

デ
ィ
・
シ
ー
・
ホ
ル
ト
ム
著　

近
代
神
道
の
政
治
哲
学
（
一
九

二
二
年
、
日
本
ア
ジ
ア
協
会
会
報
第
四
十
九
巻
第
二
号
）

　

･

日
本
の
政
治
宗
教
的
立
場
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
研
究
。

加
藤
元

（
マ
マ
（智
著　

神
道
研
究

―
日
本
民
族
の
宗
教
（
一
九
二
六

年
、
東
京
、
明
治（

マ

マ

（

日
本
協
会
発
行
）。

　

･

最
も
知
名
な
現
代
の
日
本
神
道
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
神

道
に
関
す
る
同
情
的
な
著
述
。

ゼ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
テ
ィ
・
メ
ー
ソ
ン
著　

神
道
の
意
味

（
一
九
三
五
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ダ
ッ
ト
ン
発
行
）

　

･

神
道
に
帰
依
し
た
少
数
の
西
洋
人
の
う
ち
の
一
人
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
批
判
抜
き
の
神
道
概
説
。

　

こ
れ
ら
の
神
道
関
係
書
の
内
容
や
『
日
本
の
宗
教
』
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
他
日
の
課
題
と
し
、
本
稿
で
は
神
道
の
分

類
の
比
較
に
絞
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
（
表
参
照
）。
こ
の
う
ち
Ｊ
・

Ｗ
・
Ｔ
・
メ
ー
ソ
ン
の
著
作
は
神
道
の
分
類
に
関
す
る
記
述
が
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
た
め
、
本
考
察
で
は
割
愛
し
た
い
（
（（
（

。
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･　
『
日
本
の
宗
教
』
で
は
、
神
道
を
「
国
家
神
道
」「
教
派
神
道
」

「
民
間
信
仰
」
と
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
ア
メ
リ
カ

の
文
化
史
家
ロ
バ
ー
ト
・
Ｏ
・
バ
ー
ロ
ウ
が
一
九
四
五
年
十
月
に
自

国
の
一
般
読
者
を
対
象
に
著
し
た
神
道
書
（
（（
（

と
同
じ
で
あ
り
、
同
書
が

『
日
本
の
宗
教
』
の
記
述
、
つ
ま
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
観
形
成
に
果
た

し
た
役
割
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
国
家
神
道
」

「
教
派
神
道
」
の

分
類
、
さ
ら
に

「
教
派
神
道
」
の

「
純
神
道
系
」「
儒

教
系
」「
山
岳
系
」

「
禊
系
」「
農
民

系
」
と
い
う
分
類

は
、
Ｄ
・
Ｃ
・
ホ

ル
ト
ム
の
『
日
本

の
国
民
信
仰
』

（
一
九
三
七
年
）
に

依
拠
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し

て
「
民
間
信
仰
」

へ
の
関
心
は
ホ
ル

ト
ム
の
著
作
に
は

殆
ど
見
ら
れ
ず
、
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
の
『
神
道
』（
一
九
〇
五
年
）

か
ら
示
唆
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
国
家
神
道
」「
教
派
神
道
」
と

い
う
分
類
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ト
ム
が
加
藤
玄
智
よ
り
学
ん
だ
こ
と
を

多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ホ
ル
ト
ム
は
す
で
に

『
近
代
神
道
の
政
治
哲
学
』（
一
九
二
二
年
）
に
お
い
て
、「offi

cial･
Shinto

」「Shuha･ (Sect)･Shinto

」
と
い
う
区
別
を
し
て
お
り
、
そ

　英書の神道分類
Aston, W. G., Shinto, the Way of the Gods, 1905.
� State religion（国家的宗教）
� Popular beliefs and practices（民間信仰と行事）

Holtom, D. C., The Political Philosophy of Modern Shinto,  1922.
� official Shinto
� Shuha (Sect) Shinto
� Shrine Shinto (Jinja Shinto) and Religious Shinto (Shukyo Shinto)
� (popular Shinto)

Kato, Genchi, A Study of Shinto, 1926.
� Sectarian Shinto（宗派的神道）
� State Shinto（国家的神道）
� � Jinsha (Jinja) Shinto（神社神道）
� � Kokutai Shinto（国体神道）

Holtom, D. C., The National Faith of Japan, 1937.
� the ceremonies of Imperial Household
� Domestic Shinto
� Shrine Shinto (Jinja Shinto) or State Shinto
� Sect Shinto (Shuha Shinto)
� � Pure Shinto Sects
� � Confucian Sects
� � Mountain Sects
� � Pueification Sects
� � Faith-healing Sects

Holtom, D. C., Modern Japan and Shinto Nationalism, 1943.
� State (Kokka) Shinto, sometimes Shrine (Jinja) Shinto（国家神道、時に神社神道）
� Sectarian (Shuha) Shinto（宗派神道）

Ballou, Robert O., Shinto, the Unconquered Enemy, 1945.
� Popular Shinto（民間神道）
� Sectarian Shinto（教派神道）
� State Shinto（国家神道）

GHQ/SCAP・CIE, Religions In Japan, 1948.
� State Shinto（国家神道）
� � Tennoism（天皇崇拝）
� � Imperial Family Shinto（皇室神道）
� � Household Shinto（家庭神道）
� � Shrine Shinto（神社神道）
� Sectarian Shinto（教派神道）
� � Pure Shinto Sects（純神道系教派）
� � Confucian Sects（儒教系教派）
� � Mountain Sects（山岳系教派）
� � Pueification Sects（禊系教派）
� � Sects of Peasant Origin（農民系教派）
� Popular Shinto, Popular Beliefs（庶民神道、民間信仰）
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の
う
ち
の
「offi

cial･Shinto

」
を
、
一
九
三
七
年
発
行
の
『
日
本
の

国
民
信
仰
』
で
は
加
藤
玄
智
が
明
治
聖
徳
記
念
学
会
よ
り
出
版
し
た

『
神
道
研
究
』（
一
九
二
六
年
）
の
用
語
に
倣
い
「State･Shinto

」
に

改
め
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
加
藤
が
「State･Shinto

（
国
家
的
神

道
）」
を
「Jinsha･ (Jinja)･Shinto

（
神
社
神
道
）」「K

okutai･Shinto

（
国
体
神
道
）」
と
さ
ら
に
分
類
す
る
の
に
対
し
、
ホ
ル
ト
ム
は

「Shrine･Shinto･ (Jinja･Shinto)･or･State･Shinto

」
と
い
う
よ
う
に

「
神
社
神
道
」
と
「
国
家
的
神
道
（
国
家
神
道
）」
を
同
義
に
捉
え
て

い
た
と
見
ら
れ
る
（
（（
（

。

む
す
び

　

本
稿
で
は
『
日
本
の
宗
教
』
の
紹
介
を
通
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道

観
の
一
端
を
考
察
し
て
き
た
。

　

同
書
の
出
版
当
時
、
神
社
同
攷
会
（
鎌
倉
市
）
発
行
の
神
道
界
の

言
論
誌
『
悠
久
』
が
次
の
よ
う
な
「
新
刊
紹
介
」
を
掲
載
し
た
。

　

神
、
仏
、
基
の
日
本
に
於
け
る
三
つ
の
宗
教
を
概
観
す
る
に

第
一
部
日
本
宗
教
史
概
論
、
第
二
部
日
本
に
於
け
る
現
在
の
宗

教
組
織
、
第
三
部
占
領
は
日
本
の
宗
教
に
ど
ん
な
影
響
を
与
へ

た
か
の
三
部
に
分
け
て
ゐ
る
。
戦
後
最
初
の
外
国
人
よ
り
概
観

さ
れ
た
日
本
の
宗
教
事
情
で
あ
る
と
共
に
宗
教
が
そ
の
本
質
を

離
れ
て
権
力
と
集
合
す
る
こ
と
に
依
つ
て
国
民
生
活
の
上
に
如

何
に
悪
い
影
響
を
及
し
た
か
を
、
政
教
分
離
の
立
場
よ
り
随
所

に
批
判
し
て
ゐ
る
の
は
興
味
深
い
書
物
と
云
へ
よ
う
。
神
道
に

関
し
て
は
、
殊
に
国
家
神
道
、
官
僚
神
道
の
在
り
方
を
摘
出
し

て
反
省
を
要
求
し
つ
つ
、
低
俗
な
民
族
宗
教
の
域
を
脱
し
切
れ

な
い
の
も
其
処
に
理
由
を
置
い
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
。
神
道
に

は
、
公
け
の
聖
典
、
教
祖
ま
た
組
織
さ
れ
た
教
義
と
云
ふ
も
の

を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
強
力
な
宗
教
的
勢
力
を
も
つ
て
ゐ
る
。

「
自
然
的
環
境
と
人
間
的
環
境
に
対
す
る
、
人
間
の
多
様
な
反

応
の
綜
合
物
で
あ
り
、
日
本
人
の
思
想
と
習
慣
の
組
織
の
中
に

織
り
込
ま
れ
た
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
「
生
活
の
道
」
な

の
で
あ
る
」
と
、
複
雑
多
岐
に
亘
る
素
材
の
ま
ま
の
神
道
に
つ

い
て
、
よ
く
観
察
し
て
ま
と
め
て
ゐ
る
。
猶
、
そ
の
教
義
に
は

「
本
来
な
ら
ば
国
民
が
、
よ
り
高
い
教
養
を
得
て
、
国
民
生
活

を
絶
え
ず
豊
か
に
す
る
に
価
値
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
も

か
な
り
あ
る
」
と
示
唆
し
て
ゐ
る
。
日
本
人
の
宗
教
感
情
を
占

領
下
の
短
時
日
の
間
に
是
れ
丈
に
客
観
化
し
た
努
力
に
敬
服
す

る
が
、
同
時
に
神
道
指
令
に
依
る
国
民
の
徒
ら
な
指
向
を
も
反

省
せ
し
む
る
に
足
る
読
も
の
と
云
へ
よ
う
。
寧
ろ
氏
子
一
般
に

注
意
深
か
く
読
ん
で
戴
き
た
い
書
物
で
あ
る
（
（（
（

。

　

こ
の
要
を
得
た
紹
介
文
で
は
、「
日
本
人
の
宗
教
感
情
を
占
領
下

の
短
時
日
の
間
に
是
れ
丈
に
客
観
化
し
た
努
力
に
敬
服
」
す
る
と
と

も
に
、「
神
道
指
令
に
依
る
国
民
の
徒
ら
な
指
向
を
も
反
省
せ
し
む

る
に
足
る
読
も
の
」
と
、
冷
静
で
客
観
的
な
記
述
を
高
く
評
価
し
て
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い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
日
本
の
宗
教
』

の
背
景
に
は
、
ア
ス
ト
ン
や
ホ
ル
ト
ム
、
加
藤
玄
智
ら
欧
米
と
日
本

の
研
究
者
の
長
期
に
及
ぶ
学
術
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
阪
本
是
丸
氏
が
「「
国
家
神
道
」
研
究
の
四
〇
年
」（
平

成
二
十
二
年
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
国
家
神
道
」
の
研
究
は
「
戦

後
の
政
治
的
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
め
ぐ
る
「
政
治
史
」

の
過
程
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
政
治
史
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
性
を
濃
厚
に
有
し
た
日
本
近
代
史
の
一
分
野
と
し
て
出
発

し
（
（（
（

」、
今
な
お
そ
の
影
響
を
受
け
続
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
「
国

家
神
道
」
の
制
度
や
思
想
の
政
治
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
側

面
の
考
察
を
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
近

代
日
本
の
国
際
交
流
と
い
う
本
特
集
の
視
点
を
念
頭
に
置
き
、
こ
の

拙
稿
が
取
り
上
げ
た
国
際
神
道
文
化
の
問
題
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
開
発
推
進
に
努
め
て
い
き
た
い
。

注（1
）　

Ｗ
・
Ｐ
・
ウ
ッ
ダ
ー
ド
（
阿
部
美
哉
訳
）『
天
皇
と
神
道

―
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
』（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
昭
和
六
十
三
年
）。
大

原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』（
原
書
房
、
平
成
五
年
）。
阪
本
是

丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
）。

新
田
均
『
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
』（
大
明
堂
、
平
成
九

年
）。

（
2
）　･

春
山
明
哲
「
靖
国
神
社
と
は
な
に
か

―
資
料
研
究
の
視
座
か
ら

の
序
論
」（『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
五
六
―
七
、
平
成
十
八
年
）、
四

九
～
七
五
頁
。
磯
前
順
一
『
喪
失
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

―
近
代
日

本
の
余
白
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
平
成
十
九
年
）、
二
二
八
～
二
七

四
頁
。

（
3
）　

春
山
明
哲
「
靖
国
神
社
と
は
な
に
か

―
資
料
研
究
の
視
座
か
ら

の
序
論
」、
五
九
頁
。

（
4
）　

磯
前
順
一
『
喪
失
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

―
近
代
日
本
の
余
白
へ
』、

二
四
六
～
二
四
八
頁
。

（
（
）　

藤
原
暹
「『
日
本
学
』
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
日
本
学
研
究
』
二
、

平
成
十
六
年
）、
三
頁
。

（
（
）　

村
岡
典
嗣
『
日
本
思
想
史
研
究　

続
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
四

年
）、
お
よ
び
前
田
勉
編
『
新
編
日
本
思
想
史
研
究

―
村
岡
典

嗣
論
文
選
』（
平
凡
社
〔
東
洋
文
庫
〕、
平
成
十
六
年
）
所
収
。

（
（
）　

拙
著
『
明
治
聖
徳
論
の
研
究

―
明
治
神
宮
の
神
学
』（
国
書
刊

行
会
、
平
成
二
十
二
年
）、
拙
稿
「
新
渡
戸
稲
造
に
お
け
る
維
新

と
伝
統

―
日
本
論
・
神
道
論
を
手
が
か
り
に
」（『
明
治
聖
徳
記

念
学
会
紀
要
』
復
刊
四
五
、
平
成
二
十
年
）
な
ど
。

（
8
）　

総
司
令
部
民
間
情
報
教
育
部
宗
教
文
化
課
編
（
文
部
省
宗
教
研
究

会
訳
）『
日
本
の
宗
教
』（
国
民
教
育
普
及
会
、
昭
和
二
十
三
年
）、

一
二
五
頁
。

（
（
）　

総
司
令
部
民
間
情
報
教
育
部
宗
教
文
化
課
編
（
文
部
省
宗
教
研
究

会
訳
）『
日
本
の
宗
教
』、
二
六
三
頁
。

（
10
）　

総
司
令
部
民
間
情
報
教
育
部
宗
教
文
化
課
編
（
文
部
省
宗
教
研
究

会
訳
）『
日
本
の
宗
教
』、
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
。
原
題
や
訳
書
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

A
ston,･W

.･G
.,･Shinto, the W

ay of the G
ods,･London,･
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Longm
an,･1（0（.･

（
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
ジ
ー
・
ア
ス
ト
ン
著
、
補
永

茂
助
・
芝
野
六
助
訳
『
日
本
神
道
論
』、
明
治
書
院
、
大
正
十
一
年
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン
著
、
安
田
一
郎
訳
『
神
道
』、

青
土
社
、
昭
和
六
十
三
年
）

Ballou,･Robert･O
.,･Shinto, the U

nconquered E
nem

y,･N
ew

･
Y

ork,･V
iking･Press,･1（4（.･
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（
11
）　･

Ｊ
・
Ｗ
・
Ｔ
・
メ
ー
ソ
ン
（
今
岡
信
一
良
訳
）『
神
な
が
ら
の
道
』

は
、「
神
道
は
、
分
析
に
よ
り
て
で
は
な
く
、
生
命
に
対
す
る
直

接
反
応
や
暗
示
等
を
以
て
、
神
霊
的
に
自
己
を
解
釈
す
る
所
の
創

造
的
原
動
力
其
も
の
を
謂
ふ
」（
二
頁
）
と
い
う
視
点
に
立
っ
て

い
る
。
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、「
神
道
は
そ
の
根
本
精
神
に
於
て
世

界
的
な
る
が
故
に
、「
狭
い
国
家
主
義
」
は
神
道
の
本
質
で
は
な

い
」（
三
四
九
頁
）
と
い
っ
た
分
類
的
な
記
述
が
見
え
る
。

（
12
）　･Ballou,･Robert･O

.,･Shinto, the U
nconquered E

nem
y.

（
ロ

バ
ー
ト
・
Ｏ
・
バ
ー
ロ
ウ
著
、
生
江
久
訳
『
神
国
日
本
へ
の
挑
戦

―
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
再
生
教
育
と
天
皇
制
』）

（
13
）　･

Ｄ
・
Ｃ
・
ホ
ル
ト
ム
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
に
、
菅
浩
二
「
Ｄ
・

Ｃ
・
ホ
ル
ト
ム
の
日
本
宗
教
研
究
の
性
格
に
つ
い
て

―
そ
の
経

歴
の
検
討
を
通
じ
て
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要
』
第
三
号
、
平
成
二
十
一
年
）
が
あ
る
。

（
14
）　･「
新
刊
紹
介
『
日
本
の
宗
教
』
民
間
情
報
教
育
部
宗
教
文
化
課
編
」

（『
悠
久
』
二
―
一
、
昭
和
二
十
四
年
）、
六
四
頁
。
同
誌
掲
載
の

「
悠
久
同
人
」（
五
十
音
順
）
は
、
安
津
素
彦
、
岩
本
徳
一
、
臼
田

甚
五
郎
、
小
野
祖
教
、
大
坪
重
明
、
岡
田
米
夫
、
岡
田
實
、
岸
本

芳
雄
、
座
田
司
氏
、
白
井
永
二
、
高
階
成
章
、
千
葉
榮
、
豊
田
武
、

西
角
井
正
慶
、
松
本
勝
三
、
森
田
康
之
助
、
和
歌
森
太
郎
の
諸
氏
。

（
1（
）　･

阪
本
是
丸
「「
国
家
神
道
」
研
究
の
四
〇
年
」（『
日
本
思
想
史
学
』

四
二
、
平
成
二
十
二
年
）。

付
記　
『
日
本
の
宗
教
』
は
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
を
利
用
し
ま
し

た
。
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
借
用
、
同
月
二
十
日
返
却
締
切
で
し
た
が
、

十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
の
た
め
返
却
を
五
月
二
日
ま
で
延
ば

し
て
戴
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
犠
牲
者
の
追
悼

と
日
本
の
復
興
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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同
研
究
員
）


